
 

健康保険被保険者適用除外申請について 
（厚生年金適用事業所の新規加入手続き） 

法人事業所および常時 5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に全国健康保険協会（協会けんぽ）と厚

生年金保険が適用されます。 

しかし、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出し承認を得ることにより、歯科医師国

保に加入したまま厚生年金保険に加入することができるようになります。 

また、従業員が 4人以下の個人事業所であっても、要件※1を満たせば厚生年金の任意加入が認められます。その場

合も、歯科医師国保の資格を継続するためには「健康保険被保険者適用除外承認申請書」による手続きが必要です。 

適用除外承認申請をせずに、全国健康保険協会が適用されると、歯科医師国保に加入することはできなくなります

ので、ご注意ください。 
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（参考）組合員加入資格について  ⚠ 以下の点を確認の上、お手続きください。  

組合員は、鹿児島県歯科医師会会員および当該会員が開設し、管理する医療施設に常時継続して勤務する従業員で、鹿児島県、熊

本県水俣市、天草市及び宮崎県都城市、串間市の地区内に住所を有する者となります。 
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記入不要（組合記入欄）

記入不要（組合記入欄）

山田　　　　　太郎

ヤマダ　　　　　　タロウ

0 1 0 1 0 1

・事業所が法人となる日（法人設立日）　・5人目の従業員採用日

・厚生年金適用事業所で、従業員を新規採用する日　　等を記入

鹿児島県鹿児島市○○町1-1

000　　0000

鹿児島歯科医院

鈴木　一郎

000　　　　000　　　　0000

■ 用紙について
 「適用除外承認申請書」は2枚複写式のため、必要部数をご連絡いただければ郵送いたします。
 （日本年金機構のHPからもダウンロードできますが、その場合、1枚目「適用除外承認申請書」と2枚目「厚生
　年金資格取得届」どちらもプリント・記入し、双方の手続きに漏れがないよう留意してください。）

■ 記入について
　この記入例と合わせて、必ず「記入方法」を確認の上、記入してください。
　（複写式用紙の場合、2枚目裏面に記載、ダウンロードの場合、3ページ目に記載されています）

■ 提出について
　事実発生日（適用除外年月日）から14日までの間に年金事務所へ提出してください。（提出が遅れると承認が
　下りず、歯科医師国保に加入できなくなる場合があります。）
　ただし、複写式2枚目「厚生年金資格取得届」は、事実発生日から5日までの提出となっていることから、
　こちらに合わせて提出することを推奨いたします。
　「厚生年金資格取得届」を先に提出することもできますが、その際は、取得届の余白に『健康保険被保険者適
　用除外承認申請書は別途提出予定』と必ず記載して年金事務所に提出してください。（記載がないと、歯科医
　師国保に加入できなくなるおそれがあります。）
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